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第 １ 回 定 例 会

議員提 出 議 案

○平成28年度予算を可決しました

○東京都北区議会委員会条例の一部を改正する
条例ほか３件を可決しました

今回の写真は

北区では、写真を通して北区の魅力
を再発見し、広く伝えていくため、
コンテストを実施しています。
他の入選写真は「北区観光HP」に掲
載していますので、ご覧下さい。
北区観光ホームページ
http://www.kanko.city.kita.tokyo.jp/

第６回北区観光写真コンテスト観光部門「入選」

　平成 28 年第１回定例会は、２月 24 日に招集
され、29 日間の会期で３月 23 日に閉会しました。
　２月 24 日、25 日の２日間にわたり、10 名の
議員が財政・福祉・教育・都市問題など当面する
区政の課題について代表・個人質問を行いました。
　今回、区長から提出された議案 56 件、議員か
ら提出された議案５件、陳情 13 件を議決しまし
た。
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　空き家対策の施策は、木造住宅密集地域の
改善だけでなく、区全体を視野に入れた施策
への成長を強く望む。基礎自治体として対応
できる最大限の英知を集約して取組むべき。
　最大限の創意工夫を図り事業を展開するた
め、庁内はもとより必要に応じて関係機関と
の連携を視野に入れ、積極的に取組んでいく。
　北区は急傾斜地崩壊危険箇所58か所、崩
壊危険区域５か所を抱え、現状の土砂災害警
戒区域や特別警戒区域の対策を超えた抜本的
対策が急務だが、取組みへの決意と見解は。
　京浜東北線を境に崖地が続く地形を有し、
安全対策等は大きな課題である。人工崖を含
む崩壊危険箇所の所有者への周知等を粘り強
く行い、擁壁改修等で土砂災害防止に取組む。
　北区版地域包括ケアシステムの円滑な実現
のため、多くの機関や専門職種が参画する必
要性と高齢者が訪問する形の介護予防や訪問
型機能訓練等の導入について、認識と決意は。
　多くの機関や専門職種と連携した介護予防
事業の実施が重要である。地域との連携を図
り、地域の実情にあった取組みを検討する。
　「はぴママ・きたく」により、産前産後の
切れ目のない体制に踏み出せたと評価するが、
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制度を活用しない層の母親が１人で悩まない
ためにどう対処するのか。母親の潜在的不安
を払しょくする仕組みが必要だが、見解は。
　地区担当保健師との繋がりを維持し、状況
に応じて事業を紹介し、妊娠・出産・子育て
期の不安解消を図り、切れ目ない支援を行う。
　現在進捗中の都市計画道路や数年の間に事
業化見込みの道路等で課題が生じていると聞
く。地域ごとに抱える様々な課題に対しての
具体的な対策方針や見解は。
　東京都等と積極的に協議し地域の理解促進
に努め、住民と共に地区計画を定める等の取
組みにより、地域課題解決に向け取組む。
　「住めば、北区東京。」のブランドメッセ
ージを定め、戦略的・効果的な情報発信を行
うことが広報された。施策の大きな前進は評
価するが、戦略的・効果的な情報発信とは。
　区の魅力やブランドメッセージを多様な手
段で発信し、駅や鉄道で区への来街等をイメ
ージする情報を直接届ける取組みを推進する。
　最重要課題を解決するため、区が主催・共
催する各種事業へ共通のプロモーションを付
加し、区の魅力を更に大きくＰＲし、組織と
して強化する事が必要と考えるが、見解は。
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　区が重点的に取組む方向が明確になり、き
ずなづくりと定住化促進に大きなＰＲ効果が
期待できる。ＰＲ方法の工夫・検討に取組む。　
　行財政改革で更なる成果を出すため、外部
化された関連事業や組織の再編成を視野に入
れ、区民が分かりやすく、活用しやすい組織
へ改革を進めるべきとの声もあるが、見解は。
　区民が活用しやすい組織を念頭に置き、社
会経済環境や区民ニーズ等、事務事業を取巻
く変化に応じた柔軟な組織運営に努める。
　平成27年より新たな教育委員会制度が開
始された。教員の人事権等、都区間で山積す
る課題を解決し、北区教育ビジョン2015を
遂行するための教育長の力強い決意は。
　区長部局と一体で教育行政の更なる充実・
発展に全力で取組み、都区間の諸課題は特別
区教育長会を中心に十分な対応に努める。
　最重要課題解決のため、生産人口の確保が
重要である。まちづくり推進と「教育先進都
市・北区」が両輪となり将来を支える基礎と
なるが、課題解決に向けた教育長の見解は。
　子育てと教育の両施策の一元化はもとより、
区長部局と一体となり、最重要課題の解決に
向けて、様々な施策を力強く進める。
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　「住めば、北区東京｡」というブランドメ
ッセージが発表されたが、シティプロモーシ
ョン推進には従来型の自治体広報からの脱却
が求められる。区長直結の総合戦略室を設置
し、そこに民間活力を導入する等、新たな発
想での推進組織が必要と考えるが、見解は。
　26年度から、民間事業者の専門性を活用し
ながらシティプロモーションに取組んでおり、
今後はこのノウハウを有効活用する。また、
各課に推進役となる職員を配置し、全庁をあ
げて戦略的・効果的な取組みを進める。
　今後の人口減少が予測される中、北区人口
ビジョンで掲げた2060年での人口30万都市の
維持は、区の本気度が伝わる目標設定と評価
する。年齢構成のアンバランスへの挑戦や希
望出生率1.8の実現等に対する見解と決意は。
　目指すべき将来の実現は容易ではないが、
区民の希望が叶う環境作りで、希望出生率
1.8実現の可能性を高め、北区版総合戦略に
掲げる５つの目標を連携させた施策展開によ
り、人口構成のアンバランス是正にも取組む。
　高齢者あんしんセンターを２か所新設する
にあたり、増大するニーズと業務量に応える
職員数や専門家の確保という課題をどう克服
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するのか。また、地域間でサービスの質に差
が出ないよう、各センターが抱える課題把握
や保険者の指導強化と体制充実を求める。
　事業者選定において、職員確保と人材育成
は重要な視点であり、高齢者の立場に立った
相談対応力のある法人を選定する。また、サ
ービスの質の向上や事業の公平・公正な運営
を確保するため、新たに事業評価を実施する。
　平成22年の国勢調査時点で、区の高齢者就
業率は23区中最下位、シルバー人材センター
登録率は19位と低位である。北区モデルで高
齢者の活力を生かした就労を実現するため、
民業圧迫に配慮しつつ、シルバー人材センタ
ーの機能と就労時間の拡大を求める。
　高齢者の多様な就業機会確保のため、シル
バー人材センターの機能拡大は重要であり、
引続き活動を支援する。就労時間拡大は、今
後センターが検討するものと認識している。
　王子駅周辺まちづくりグランドデザイン策
定に向け、区の顔である王子駅の様々な交通
機関への乗換え連携やバリアフリー化、受動
喫煙対策を講じた喫煙所の整備等、今すぐ取
組める諸課題への具体的な行動を求める。
　関係機関等による検討会を立上げて議論を
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さらに重ね、交通拠点機能としての課題が改
善できるよう、まちづくりの方向性を定める。
また、指定喫煙場所については、現場を確認
しながら具体的な環境改善を検討する。
　若年層の定住化対策は最重要課題である。
都市間競争に勝ち、王子駅周辺のイメージア
ップに繋がるまちづくりのため、全庁をあげ
てシティプロモーションに取組み、選ばれる
北区への道筋を示すべきだが、見解は。
　可能なものから順次取組み、他自治体に負
けない王子駅周辺の強みを生かす道筋を示す。
シティプロモーション戦略と連携させ、民間
ノウハウを活用し、子育てファミリー層や若
年層に選ばれる北区となるよう取組む。
　滝野川東地区や堀船地区には、遊休施設と
なった公共施設が点在している。公共施設の
維持管理にストックマネジメントの手法が求
められている現在、既存ストックのマネジメ
ントについて、区の方針と見解は。
　遊休施設の利活用は、行政上必要な施設へ
の転用を最優先としている。新公会計制度導
入に伴う資産台帳の作成等、ストックマネジ
メントに必要な情報の一元化に取組んでおり、
公共施設の適正管理と有効活用を推進する。

当初予算大綱について
２つの最重要課題

渡　辺　かつひろ
自由民主党議員団

総合戦略を新組織で全庁で推進！
出生率1.8 実現、人口ビジョン

大　島　　実
公明党議員団

飛鳥山公園の崖地

北区シティプロモーション方針

代表質問は、交渉団体会派（所属議員３名以上）の議員が行います。

各会派の代表質問
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　婚姻歴のないひとり親家庭への寡婦控除等
のみなし適用を、私立幼稚園及び区のあらゆ
る制度に拡大することを求める。また、税法
上の寡婦控除の対象となるよう国に求めよ。
　私立幼稚園等の就園奨励費及び保護者負担
軽減事業費や、母子生活支援施設入所者徴収
金について、28年４月から婚姻歴のないひと
り親家庭へのみなし適用を行う予定である。
　税制改正大綱では、消費税率引上げと同時
に、軽減税率を導入するとしているが、消費
税負担を和らげることにはならない。消費税
率10％への増税は、貧困と格差の拡大に拍車
をかけるだけであり、国に中止を求めよ。
　消費税率10％への引上げについては、既に
国会において関連法案等が可決・成立してい
る。軽減税率導入については、国会において
審議が進められていると理解している。
　就学援助についての入学支度金の前倒し支
給及び入学支給金貸付制度の創設を求める。
　前倒し支給には、支給判定等において課題
がある。貸付制度も含め、引続き研究する。
　引続き待機児童は増加の見込みだが、28年
度の見通しは。また、認可保育園等を増やし、
待機児童解消に万全を期すべき。
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　認可保育所等の新設等により定員を拡大し
たが、解消までは至らないと思われる。あら
ゆる方策を検討し、機を逸しないよう取組む。
　障がい者福祉制度は、65歳になると介護保
険制度に移行されて利用料の負担が増える。
障がい者が健康で文化的な生活を送るための
支援として、負担軽減を図るべき。
　社会全体で介護保険制度を支えるという考
え方から、一律に負担が生じる。区では現在、
利用料の負担軽減について実施予定はない。
　北区くらしとしごと相談センターの住居確
保給付金事業は、多くの方々の生活再建の励
みとなっている。相談者の就労状況等に寄り
添い、給付期間延長等の柔軟な対応を求める。
　本事業の必要事項は厚生労働省令に定めら
れており、要件を満たせば２回の支援期間延
長が可能である。引続き、就労相談支援事業
等を活用し、受給者の早期自立を目指す。
　国民健康保険制度も介護保険制度と同様、
生活保護基準以下になるような保険料等の負
担をさせるべきでない。当面は区独自の境界
層減免を検討し、国に減免制度創設を求めよ。
　保険料減免は、被保険者の実情に応じて制
度を適用してきたが、今後も丁寧な対応を行
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う。また、境界層措置は国の動きを注視する。
　厚生労働省は22年に、病院窓口での医療費
一部負担金減免制度の新たな基準を都道府県
に通知した。この通知に基づく制度の改善と、
制度の周知徹底と活用促進を求める。
　窓口一部負担金の減免は、特別区共通の基
準で運用している。支払い困難等、被保険者
の実情を把握し、適切な案内を行っている。
　浮間舟渡駅から浮間地域を巡回して赤羽駅
東口間を結ぶ、国際興業バス赤06系統は、28
年度予算で見直し事業の対象となり、運行終
了予定である。高齢者や障がい者への影響は
計り知れず、改めて継続運行を求める。
　本路線については、26年８月から運行赤字
の半額負担により実証運行を実施し、利便性
向上を図ってきたが、利用者状況に改善が見
られないため、28年７月末で終了する。
　浮間地域や高低差により移動が困難とされ
ている赤羽西地域へ、北区コミュニティバス
の新規路線を検討し、区内交通手段の確保に
向け積極的に取組むことを求める。
　新規路線の導入については、事業採算性の
確保や民間の既存バス路線との競合を避ける
こと等、慎重な検討が必要と考える。　
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　北区の新年度予算案は、平成27年度が対
前年度比9.8％の増、平成28年度は1.4％増と
なっている。新年度予算案は過去最大の予算
規模となっているが、その要因は。
　「地域のきずなづくり」「子育てファミリ
ー層・若年層の定住化」の最重要課題に積極
的に取組み、３つの優先課題を中心に新規事
業の構築やレベルアップを図ったためである。
　主要５基金の現在高は、平成28年度見込
み額で450億円余、財政調整基金は77億円余
である。今後大幅な歳入増が見込めない中、
多額の予算がかかる事業が計画化されている
北区として、基金残高についての認識は。
　特定目的基金は計画的な積立てを継続して
おり、財政対応力は着実に高まってきた。財
政調整基金残高は依然厳しい状況であり、増
大する行政需要に適切に対応するため、将来
を見据えた運用が不可欠と認識している。
　区のホームページにおいて、北区をアピー
ルするサイトである「北区の魅力再発見」を、
もう少しインパクトを出すために改善すべき。
　北区の個性や魅力を積極的に発信するため、
「北区の魅力再発見」の更なる充実が必要で
あり、視覚に訴えるサイト作りを進める。
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　文部科学省の有識者会議の最終報告で、西
が丘地区全体をトップアスリートのハイパフ
ォーマンススポーツエリアとして戦略的に構
築する必要性が指摘されている。区として、
ハイパフォーマンススポーツエリア実現のた
め積極的に動くべきと考えるが、区の見解は。
　スポーツを軸に地域活性化を目指す北区に
有益で、価値ある報告である。国・都との協
力体制を一層充実させ、全国・世界に発信で
きる地域の実現を強く求める。また、西が丘
周辺の魅力ある街並み創出やナショナルトレ
ーニングセンターとの連携事業充実に努める。
　プール水を飲料水にすることができる浄水
器は、いざという時に運搬、据付けが簡単で、
速やかに運転が開始できることが必要である
ため、積極的に防災訓練等で活用するべき。
　地域防災力向上のため、住民が取扱いに慣
れることは重要であり、自主防災組織等に対
し、防災訓練での積極的活用を促していく。
　避難所運営訓練は、実際の災害を想定し、
役割分担と行動を確認することで、いざとい
う時の適切な対応につながると考えるが、多
くの地域で訓練が実施されていない等の状況
があり、連合町会・自治会等で訓練を定期的
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に実施できるよう支援すべきだが、見解は。
　町会・自治会の機運や担い手不足等が要因
であり、地区防災運営協議会で新たな世代の
訓練参加、学校や関係機関等と連携強化を図
っている。防災意識の機運醸成を図り、区内
全域で避難所運営訓練実施に取組んでいく。
　現在見守り対象外になっている、単身高齢
者や高齢者世帯の状況確認、必要なサービス
につなげる取組みはどうなっているか。
　町会・自治会の見守り活動等、様々な取組
みを通じて地域ネットワークを構築し、必要
な方にサービスがいきわたるよう努めていく。
　障害者の人格及び人権が尊重され、障害の
ある人を取巻く状況への理解を深め、差別解
消や障害特性に合わせた合理的配慮に取組む
ため、障害者差別解消推進条例を制定すべき。
　先行して制定した自治体の状況を参考にし
ながら、今後の研究課題とする。
　手話言語条例については、平成27年12月
25日現在、３県と29区市町村が制定してい
る。手話を使って安心して暮らすことができ
る区を目指し、条例を制定すべき。
　全国市長会を通じて手話言語法制定を国に
要望しており、国の動向を見守っていく。

消費税 10％の増税中止！
区民のくらし応援の新年度予算を

永　井　　朋　子
日本共産党北区議員団

実践的な防災訓練について
手話言語条例の制定を

花　見　　たかし
民主区民クラブ

国際興業バス赤06系統

防災訓練の様子

各会派の代表質問
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前兆なく起きるゲリラ豪雨では、正確で迅
速かつ確実な情報伝達が求められる。登録し
た区民の固定・携帯電話へ、避難情報等の自
動メッセージが流れる仕組みを導入すべき。
他自治体の例も参考に、効果や課題を見定
め、区民へ災害情報を迅速に提供できる仕組
みづくりを目指し、引続き、調査・検討する。
荒川が氾濫した場合の緊急的な避難行動を

より向上させるためにも、東京都やＵＲ等と
垂直避難に関する覚書を早期に締結すべき。
締結に向け都と協議中であり、今後、ＵＲ
へも働きかけを考えている。民間の高層住宅
へは、開発の機会等を捉え協力を求める。

28年度から生活困窮者自立支援法に基づき、
貧困連鎖防止のため、生活困窮世帯の子ども
に対して学習支援事業を行う予定だが、この
事業を必要とする世帯への事業のＰＲ方法は。
生活保護受給世帯へは、事業案内の送付、
個別訪問による内容の紹介や参加勧奨を行う。
また、教育委員会等とも協議し、必要とする
世帯へ情報が届くよう周知に取組む。
西が丘、赤羽西地域にコミュニティバスを

積極導入し、弁天通り拡幅の際は、国際興業
バスの相互通行や路線の拡充を申入れるべき。
コミュニティバスの新規路線導入は、慎重
な検討が必要と考える。また、国際興業バス
には機会を捉えて、提案の趣旨を申入れる。

職員が行った業績に対して適正な勤務評定
がされなければ、組織全体の士気は上がらな
い。職員に対する能力主義に沿った適正評定
を行うべきと考えるが、区の見解は。
これまでの取組みを生かしつつ、職員が設
定した業務目標とそれに対する評価が連動す
る仕組みや評価者の能力向上の方策を研究し、
能力主義に基づく人事管理を徹底する。
女性管理職の登用について、結婚・出産・

育児を行いながらも安心して管理職業務ができ
るよう、十分な職場環境の配慮を求める。
勤務条件の整備に加え、時間生産性を向上
させる組織風土作りも重要であり、職員の意
識改革を図りながら職場環境整備に努める。
複数課が行っている地域支えあい事業での

人材情報を、地域のきずなづくり、支えあい
という大きな枠組みで捉え、行政組織全体で
一括共有して、効率的に人材活用すべき。
地域活動団体同士の連携促進を図るため、
地域振興室単位に地域円卓会議を設置し、担
い手等に関する情報共有や体制整備を進める。
地域課題をコーディネートする地域振興室

の機能強化のため、担当地域に情報や人脈を
持ち、長期間勤務が可能な職員を配置すべき。
地域課題に積極的に取組む係長級職員と経
験豊富な再任用職員の配置に努めており、研
修等を通じ意識の醸成と認識の共有化を図る。

25年の消費税率８％への増税と前後して、
地元では老舗で評判の店が次々と閉店してい
る。29年５月に旧日本製紙王子倉庫跡地内の
北側の一角に大型店舗が完成予定とのことだが、
近隣商店街への影響について、見解は。
大型店舗出店に当たっては、事業者に対し
て近隣商店街等と十分話し合うよう指導して
いる。今後も機会を捉え、近隣商店街等の意
見に配慮するよう事業者に求めていく。
町会・自治会の継続した地域見守り・支え

あい活動により、孤立化を防ぐ見守りネット
ワークづくりが進んでいる。新たに見守り
活動に取組む町会・自治会も含め、活動交流、
助成金についての丁寧で適切な支援を求める。
高齢者あんしんセンターでは、見守りコー
ディネーターが、情報交換の場の設置や見守
り活動の立上げ支援を行っている。引続き、
町会・自治会の自主的活動の輪が広がるよう
支援し、見守り体制の強化を図っていく。
小規模企業振興基本法に、小規模企業への

支援が位置付けられた。地域内の経済循環を
創出し、経済効果も実証されている、店舗・
商店リニューアル助成制度の創設を求める。
各商店の振興も図る必要があり、店舗改修
のみで目的が達成されるものではない。複合
的な効果の検証が必要であり、現時点で助成
は考えておらず、他区の動向を注視していく。

28年度から実施予定の学校適正配置計画は、
児童数が増加している今ではなく、減少がは
っきり見通せるまで実施を見合わせるべき。
関係者との協議開始の前年に改めて将来推
計を行い、通学の安全性や距離等を踏まえ検
討することから、計画に従い協議を進める。
適正配置の結果、児童数ピーク時には、児

童をどのようにうまく割り振っても、文部科
学省の校庭面積基準を満たさない学校が出る
ブロックがあるが、対策は考えているか。
適正配置により児童１人あたりの運動場面
積は減少するが、学校の適正規模確保で高い
教育的効果が得られると考える。引続き、校
地の確保等を図り、環境づくりに努める。
学校適正規模等審議会第３次答申では学校

改築の検討はされておらず、適正配置の協議
の際、本来行うべき少子化対応の議論が不十
分のまま結論が導き出される弊害がある。適
正配置と学校改築の問題は分けて議論すべき。
改築については、小中学校改築改修計画で、
適正配置の進捗状況を見極めながら、総合的
に判断して実施するとしており、適正配置の
協議が十分に行われるよう配慮していく。
適正配置の協議で合意された事項のほか、

出された要望等で実現可能なものは最大限尊重
し、実現に向けて検討を進めるべき。
協議の際、出された要望等は十分尊重する。

28年３月から介護予防・日常生活支援総合
事業が始まる。新しいルールの下で予防訪問
介護と予防通所介護をどう確保していくのか。
住み慣れた地域で生活できる様、地域課題
を把握・共有し、既存の仕組みや資源を活用
し、地域の実情に合ったサービスを検討する。
一般介護予防事業は、生活支援の仕組みに

高齢者の社会参加を積極的に組入れることに
より、担い手の介護予防にも繋がる新しい事
業である。事業で何ができるかを考えて取組
むことがポイントとなるが、区の見解は。
４月以降は一次予防事業、二次予防事業の
区別なく、高齢者が相互に支え合いながら、
地域づくりによる介護予防を推進していく。
児童福祉と教育部門は別々の執行機関であ

ることや、国の所管省庁が違うこと等から、
連携した取組みが困難な一面がある。教育委
員会への子ども家庭部移管について、見解は。
組織改正のメリットを最大限に生かし、乳
幼児期から青年期まで、成長の過程に応じた
施策の総合的かつ切れ目ない実施を図る。
食品ロスについて、消費者から変える啓発

イベントが東京都環境局主催で開かれた。区
でも啓発イベントを実施すべきだが、見解は。
東京家政大との連携でレシピ本を作成し、
ごみの少なくなる調理方法を提案した。今後
も関係機関等と連携した普及啓発を検討する。

区の都市計画道路の計画決定や事業化で、
立退きになる方への補償制度の不足を補うこと
ができない事業は実施を見送り、計画を見直
す必要があると考えるが、見解は。
税金優遇措置や移転資金貸付制度等を設け
ると共に、権利者の相談に対応できる体制を
整えており、都と連携を図り事業を推進する。
２車線道路でも、環境アセスメントと土地

価格やまちの姿等への科学的な影響予測調査
を行い、道路計画策定や事業化の過程に、こ
れらの調査を踏まえた公聴会等の開催を盛込
むよう、国や都への働きかけを求める。
環境影響評価の対象は４車線以上の事業で、
２車線は対象外である。調査や公聴会開催を
国や都に働きかけることは考えていない。
都市計画道路の長期未着手路線は、計画決定

から120年かかる可能性があり、大幅に見
直すべき。都に計画の全面的見直しを求めよ。
将来都市計画道路ネットワークを検証し、
必要性のない道路は計画廃止を含め検討する
ため、都に見直しを求めることは考えてない。
国土交通省が検討を始めた、空き家を社会

的住宅として利活用する方法等で、子ども部
屋を確保できる賃貸住宅を充実させるべき。
27年度からファミリー世帯定住化のため、
転居費用助成等の助成要件を緩和し、制度を
充実させた。今後も施策について研究する。
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個人質問
都市計画道路は住民合意で
子ども部屋確保を賃貸住宅で
日本共産党北区議員団

本田　正則

地域見守り活動へ支援継続を
住宅リフォーム助成の拡充を
日本共産党北区議員団

宇都宮　章

適正配置計画の延期を求める
年少人口推計の適切な反映を
日本共産党北区議員団

野口　将人

能力主義導入で職員制度改革
高齢者の見守り体制を強化
東京維新の会北区議員団

吉岡　けいた

異常気象に対する減災対策を
貧困の連鎖を断ち切る施策を
公明党議員団

小田切　かずのぶ

介護予防・生活支援総合事業
教育と福祉の連携について
公明党議員団

土屋　さとし
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　スマートフォン用防災アプリ導入や擁壁工
事の助成拡充、土砂災害ハザードマップ作
成、介護と医療の連携や認知症施策推進、区
営シルバーピア整備や整備のための国有地取
得、保育所の定員拡大、出産・子育て応援事
業での妊娠期から子育て期にわたる切れ目な
い支援、生活困窮者自立支援法に基づく子ど
もの学習支援や貧困対策強化等。これらは会
派が主張する生活者目線、現場目線が反映さ
れた内容となっており、高く評価するととも
に、確実な推進を望む。さらに、首都直下地
震に備えた防災・減災対策や、待機児童解消
に向けて補正予算を組み、全庁を挙げて横断
的に取組むことを強く要望する。
　なお、以下の点について、実現に向けた積
極的な取組みを求める。１、健全で持続性の
ある行財政運営の継続。２、本来の目的に沿
った狭隘道路拡幅事業の施策促進。３、近隣
区との共同運用も視野に入れた、コミュニ
ティバスの路線拡充。４、近隣区との連携に
よる、区内経済活性化や外国人観光客誘致の
ためのプレミアム商品券発行。５、発達障害
の児童・生徒への学習支援拡充と早期支援。
６、区内公園への防犯カメラ設置。

日本共産党北区議員団
  一般会計予算、国民健康保険事業会計予算
及び後期高齢者医療会計予算にいずれも反対、
中小企業従業員退職金等共済事業会計予算及
び介護保険会計予算にはいずれも賛成
　新年度予算において、子どもの未来応援事
業、若者と女性の雇用促進、介護予防・日常
生活支援総合事業の現行サービス継続、障が
い者のグループホーム新設、２つ目のシル
バーピア建設等は区民要望に応えたが、以
下４点から一般会計に反対する。１、平和
と憲法、区民のくらしを壊す戦争法、消費
税 10％増税等、安倍政権の暴走政治に対し、
きっぱりとした反対の意思を表明しない姿勢。
２、財政対応力が高まったと言いながら、貧
困と格差を解消する抜本的対策を講じる予算
となっていないこと。３、堅調な財政のもと
でも、なお、区民負担増・サービス切捨ての
経営改革プラン、公共施設再配置方針に固執
する姿勢。４、住民に大義のない立ち退きを
迫る道路計画等、東京都と共に住民合意のな
いまちづくり計画を推し進める姿勢。
　また、社会全体に広がる貧困と格差の抜本
的な是正が急がれるため、過去最高額を更新
した主要５基金を活用して区民生活を支え、
応援すべきである。
　以下２点を緊急要望すると共に、一般会計
予算に対する組み替え動議を提案する。１、
急増する待機児解消のため、あらゆる区民施
設を活用した認可保育所の増設、保育士の確
保と処遇改善を進めること。２、浮間唯一
のバス路線である、国際興業赤 06 系統への
運行支援を継続すると共に、新たなコミュニ
ティバス路線を計画化すること。
　なお、国保会計及び後期高齢会計は、保険
料の値上げのため反対する。

  一般会計予算及び４特別会計予算にいずれ
も賛成
  新年度予算編成は、２つの最重要課題と３
つの優先課題を中心とした新事業構築やレベ
ルアップとまちづくりの一層の推進により、
区が目指すべき方向を見据えて積極的に取組
む内容であり評価する。なお、以下要望する。
１、法人住民税の一部国税化阻止に全力を挙
げること。２、清掃事業の将来像確立と安定
した人員確保。３、住民合意による十条まち
づくりの推進。４、平和都市宣言記念事業の
一層の推進。５、北区人口ビジョンの活力あ
る地域戦略への修正。６、認定こども園活用
等による待機児解消への努力。７、障害者ス
ポーツの理解啓発と環境整備推進。８、鉄道
事業者への放置自転車対策申入れ。９、特別
支援学級と通常学級の交流、共同学習の実施。

新社会党議員団
  一般会計予算、国民健康保険事業会計予算
及び後期高齢者医療会計予算にいずれも反対、
中小企業従業員退職金等共済事業会計予算及
び介護保険会計予算にはいずれも賛成
　新年度予算案の空き家対策推進、子どもの
貧困対策強化等、魅力的な事業の推進は評価
するが、北区で働く非正規職員の処遇等、改
善点はいくらでもあり、子どもの貧困対策・
女性の活躍に本気で取組むのかと疑わざるを
得ない。また、社会保険料の値上げは区民に
は重すぎる負担であり、福祉の減退である。

東京維新の会北区議員団
　一般会計予算及び４特別会計予算にいずれ
も賛成
　新年度予算案は、待機児童解消対策だけで
なく、地域型保育給付・定期利用保育等の事
業により、保育サービスが充実している点は
評価する。更に、国際化視点とＩＣＴ活用に
よる教育事業に重点的な予算計上をしている
ことは、子育て世帯に対して魅力ある自治体
をアピールできる。なお、区民満足度視点の
行政運営や各施策・事業の評価結果を予算に
反映させる仕組みづくりを強く要望する。

　一般会計予算及び４特別会計予算にいずれ
も賛成
　日本経済は各種政策の推進等により、雇
用・所得環境は引続き改善しつつあり、今後
の景気回復が見込まれている。
　平成 28 年度予算では、「区民とともに」
の基本姿勢のもと、喫緊の課題への迅速な対
応はもとより、区の将来を見据えて北区基本
計画 2015 で設定された、地域のきずなづく
りと子育てファミリー層・若年層の定住化の
２つの最重要課題に積極的に取組むため、３
つの優先課題を中心とし、我が会派の予算要
望を取入れ、新たな事業の構築やレベルアッ
プが図られ、本格化するまちづくりを一層
推進する予算編成である。27 年度策定する、
北区まち・ひと・しごと創生総合戦略は、５
つの基本目標の実現に向け、区の魅力発信や
他都市との連携・交流推進、女性・若者・高
齢者の活躍を応援するための支援策等が構築
されている。また、本格化するまちづくりや
施設更新需要に向け、計画的に目的基金も積
上げられていることを大いに評価し、区政の
更なる発展に期待する。
　なお、以下の点について一層の取組みを求
める。１、適切な区債の活用や基金の計画的
積立てによる一層の財政力の強化。２、持続
可能な行財政運営のための更なる経営改革推
進と国や都との積極的な協議・連携による、
施策実現にむけた財源確保強化。３、福祉政
策における高齢者や子育て支援強化。４、区
民施設建設や区有財産活用の健全な推進策の
充実。５、学習支援施策における子どもの貧
困対策、いじめ防止や不登校を含む子どもの
健全育成と学力向上の取組み強化。６、東京
オリンピック・パラリンピック開催に向けた
施策の一層の工夫と関連機関との連携による
推進。７、区内各地域での地域課題ときづな
づくりへの対応強化。
　区が掲げる、「人が輝く、まちが輝く、未
来が輝く　ふるさと北区」の実現に向け、更
なる取組み強化を期待する。

　　 公明党議員団
　一般会計予算及び４特別会計予算にいずれ
も賛成
  日本経済は着実に進展し、雇用の拡大や賃
上げ、税収増に繋がっている。今後は、１億
総活躍社会の実現に向けて成長と分配の好循
環を作り、介護や子育て等の社会保障を、持
続可能で安定したものにしなければならない。
　新年度予算案は、地域のきずなづくりと子
育てファミリー層・若年層の定住化を２つの
最重要課題と位置付け、３つの優先課題に積
極的に取組む姿勢があらわれている。

　自由民主党議員団

　平成28年第1回定例会において、平成28年
度予算を審査する特別委員会を設置しました。
7日間にわたり審査を行い、最終日に各会派
が予算に対する態度を表明しました。ここで
は、　その要旨をお伝えします。

平成28年度予算を可決しました

◎渡辺　かつひろ　○古田　しのぶ
池田　博一　石川　小枝　宇都宮　章
大沢たかし　大 畑  　修　小田切かずのぶ
 小池たくみ　近藤　光則　坂口　勝也
さがらとしこ　 土屋さとし　永沼かつゆき
野々山　研　福島　宏紀　福田　光一
前田ゆきお　八巻　直人　吉岡けいた

◎委員長　　○副委員長

予算特別委員会（定数 20人）

民主区民クラブ
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議決した議案等

議　案　名 概　　　要 自 公 共 民 社 新 維 元 議決
結果

東京都北区行政不服審査法施行条例 行政不服審査法の施行に関し必要な事項を定める ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 行政不服審査法の施行に伴う規定の整備を行う ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

災害に際し応急措置の業務等に従事した者に係る損害補償に
関する条例の一部を改正する条例 行政不服審査法の施行に伴う規定の整備を行う ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

東京都北区中小企業従業員退職金等共済条例の一部を改正す
る条例 行政不服審査法の施行に伴う規定の整備を行う ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

職員の退職管理に関する条例 区を離職した一定の職員の退職後の再就職に伴う規制等について規定する ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

東京都北区人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一
部を改正する条例 人事行政の運営の状況に関する報告事項の項目を変更する ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 職員の分限に係る降給に関する規定を設けるほか、規定の整備を行う ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 職員の分限に係る降給に関する規定及び等級別基準職務表を定めるほか、
行政不服審査法の施行に伴う規定の整備を行う ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 幼稚園教育職員の分限に係る降給に関する規定及び等級別基準職務表を定
めるほか、行政不服審査法の施行に伴う規定の整備を行う ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 地方公営企業法の一部改正に伴う規定の整備を行う ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する
条例

地方公務員法の一部改正に伴う規定の整備を行う

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部
を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一
部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

東京都北区消費生活センターの組織及び運営等に関する条例 消費者安全法の一部改正に伴い、東京都北区消費生活センターの組織及び
運営等に関し必要な事項を定める ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

東京都北区行政手続における特定の個人を識別するための番
号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個
人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

権限の委譲による個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する特例
を定める ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 可決

東京都北区職員定数条例の一部を改正する条例 職員の定数を改定する ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 可決

東京都北区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
の一部を改正する条例

東京都北区特別職報酬等審議会の答申に基づき、区議会議員の期末手当の
支給月数の引上げ及び報酬額の改定を行う ○ ○ × ○ ○ × × ○ 可決

東京都北区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 東京都北区特別職報酬等審議会の答申に基づき、教育長の給料額の改定及
び期末手当の支給月数の引上げを行う ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 可決

東京都北区国民保護協議会条例の一部を改正する条例 東京都北区国民保護協議会の委員及び幹事の総数の上限を増やす ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 可決

東京都北区赤羽会館条例の一部を改正する条例 東京都北区赤羽会館の管理に指定管理者制度及び利用料金制を導入する ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 可決

東京都北区滝野川会館条例の一部を改正する条例 東京都北区滝野川会館の管理に利用料金制を導入する ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 可決

東京都北区特別区税条例の一部を改正する条例 徴収の猶予等に係る規定を設けるほか、行政不服審査法の施行に伴う規定の
整備を行う ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

東京都北区心身障害者福祉手当条例の一部を改正する条例 心身障害者福祉手当の支給要件について規定の整備を行う ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

東京都北区介護保険条例の一部を改正する条例 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律の施行に伴い、個人番号を利用する ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 可決

東京都北区立児童館条例の一部を改正する条例 東京都北区立栄町児童館、東京都北区立浮間児童館及び東京都北区立神谷
南児童館の名称を変更し、その他規定の整備を行う ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

東京都北区学童クラブの運営に関する条例の一部を改正する
条例

学童クラブの延長利用のための育成料、新設学童クラブの名称及び実施場
所等を規定する ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 可決

東京都北区立保育所条例の一部を改正する条例 東京都北区立中里保育園つぼみ分園を廃止する ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

東京都北区保育料等徴収条例の一部を改正する条例 保育時間の変更に伴い、延長保育料を徴収する時間を変更する ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

東京都北区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条
例の一部を改正する条例

東京都北区都市計画審議会の会長及び東京都北区建築紛争調停委員会の
会長の報酬の額を新たに定める ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

東京都北区地区計画等の区域内における建築物の制限に関す
る条例の一部を改正する条例

志茂地区特定建築物地区整備計画区域及び志茂地区防災街区整備地区整
備計画区域内の建築物の制限を規定する ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

東京都北区建築審査会条例の一部を改正する条例 建築基準法の一部改正に伴い、東京都北区建築審査会の委員の任期を定める ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

東京都北区自転車等駐車場条例の一部を改正する条例 北赤羽駅赤羽口自転車駐車場及び北谷端公園脇自転車駐車場における当
日利用に係る使用料について、2時間以内の利用に限り無料とする ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

議　案　名 概　　　要 自 公 共 民 社 新 維 元 議決
結果

会派名と議員数 自：自由民主党議員団（12）　公：公明党議員団（10）　共：日本共産党北区議員団（9）　民：民主区民クラブ（4)
社：社会民主党北区議員団(1)   新：新社会党議員団(1)　維：東京維新の会北区議員団（1）　元：北区を元気にする会（1）
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議　案　名 概　　　要 自 公 共 民 社 新 維 元 議決
結果

東京都北区「特別区道」道路占用料等徴収条例の一部を改正す
る条例

道路の占用料を改定し、並びに道路法施行令の一部改正に伴う太陽光発電
設備及び風力発電設備並びに津波からの一時的な避難施設の占用に係る
占用料を規定するとともに、その他規定の整備を行う

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

東京都北区公共溝渠管理条例の一部を改正する条例 公共溝渠の使用料の改定を行う ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

東京都北区立公園条例の一部を改正する条例
有料公園施設の管理に指定管理者制度及び利用料金制を導入し、並びに公
園の占用料の改定を行うとともに、東京都北区立荒川岩淵関緑地バーベキ
ュー場の使用に係る使用料を規定する

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

東京都北区立児童遊園条例の一部を改正する条例 児童遊園の占用料の改定を行う ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

東京都北区いじめ防止条例の一部を改正する条例 学校教育法の一部改正に伴う規定の整備を行う ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

東京都北区国民健康保険条例の一部を改正する条例

国民健康保険の保険料率、賦課限度額等の改定及び保険料の減額の対象の
拡大に伴う関係規定の整備を行うとともに、行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、個人番号を利
用する

○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 可決

東京都北区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び
運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部
改正に伴い、規定の整備を行う ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

東京都北区手数料条例の一部を改正する条例
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴い、関連する
手数料を新設するほか、長期優良住宅建築等計画認定申請手数料等の額の
区分を整備する

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議につ
いて

東京都後期高齢者医療広域連合の経費の支弁の方法に関し、規約の一部を
変更する ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

仮称なでしこ小学校等複合施設新築電気設備工事請負契約 契約相手：北・東恵建設共同企業体
契約金額：4億1,457万9,600円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

仮称なでしこ小学校等複合施設新築給排水衛生設備工事請負
契約

契約相手：アネス・ヒラタ建設共同企業体
契約金額：2億250万円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

仮称なでしこ小学校等複合施設新築空気調和設備工事請負契約 契約相手：山本・太伸建設共同企業体
契約金額：4億4,820万円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

旧北区教職員住宅及び旧北区職員豊島寮解体工事請負契約 契約相手：津久波・成美建設共同企業体 
契約金額：1億8,576万円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

特別区道における転倒事故に関する和解について 本件事故に関し、和解により解決を図る ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

平成27年度東京都北区一般会計補正予算（第4号） 歳入歳出予算：28億4,456万9千円の減
繰越明許費：7件　特別区債：2件の変更 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

平成27年度東京都北区一般会計補正予算（第5号） 歳入歳出予算：8,106万3千円の増
繰越明許費：3件の追加 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

平成27年度東京都北区国民健康保険事業会計補正予算（第2号） 歳入歳出予算：15億381万2千円の減 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

平成27年度東京都北区介護保険会計補正予算（第3号） 歳入歳出予算：405万3千円の減 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

平成27年度東京都北区後期高齢者医療会計補正予算（第2号） 歳入歳出予算：2億789万3千円の減 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

平成28年度東京都北区一般会計予算 歳入歳出予算：1,489億4,600万円
債務負担行為：12件　特別区債：4件 ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 可決

平成28年度東京都北区国民健康保険事業会計予算 歳入歳出予算：468億5,587万1千円
債務負担行為：1件 ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 可決

平成28年度東京都北区中小企業従業員退職金等共済事業会
計予算 歳入歳出予算：1億5,526万3千円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

平成28年度東京都北区介護保険会計予算 歳入歳出予算：281億8,734万5千円 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

平成28年度東京都北区後期高齢者医療会計予算 歳入歳出予算：81億3,846万2千円 ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 可決

東京都北区議会委員会条例の一部を改正する条例 東京都北区組織条例の一部改正に伴う規定の整備を行う ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

無電柱化の推進に関する法整備を求める意見書 提出先：衆議院議長、参議院議長 ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ 可決

児童虐待防止対策の抜本強化を求める意見書 提出先：内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、
国家公安委員会委員長 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 可決

マイナンバー制度の円滑な運営に係る財源確保等自治体の負
担軽減を求める意見書 提出先：内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣 ○ ○ × ○ ▲ × ○ ○ 可決

企業・団体献金の禁止を求める意見書 提出先：衆議院議長、参議院議長、総務大臣 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 否決

「第47号議案　平成28年度東京都北区一般会計予算」の組み
替えを求める動議

基金を活用し、子どもの貧困をなくし、困窮家庭や低所得者に対する支援
をさらに強化することを柱とした予算の組み替えを求める × × ○ × × ○ × × 否決

議　案　名 概　　　要 自 公 共 民 社 新 維 元 議決
結果

第
１
回
定
例
会

区
長
提
出
議
案

議
員
提
出
議
案
等

そ
の
他

そ
の
他

意
見
書

条
例

予
算

条
例

※採決時は、議長（自由民主党議員団）を除きます。

選挙管理委員及び同補充員の選挙を行いました。
3月23日の本会議において、東京都北区選挙管理委員及び
同補充員の選挙を行いました。当選者は右記のとおりです。

・選挙管理委員　　藤田　昌弘　　清水　希一　　揖斐　正吉　　福田　伸樹　
・同補充員　　　　藤田　隆一　　横満加代子　　秋元　正雄　　田邊　正幸　（敬称略）

〇：賛成　×：反対　▲：棄権退場
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次回定例会のお知らせ
　平成28年第2回定例会は、６月10日から６
月22日までの13日間の会期の予定で開かれま
す。いずれの会議も午前10時開会予定です。
　６月13日（月）本会議は都合により開会さ
れない場合がありますので、傍聴を希望される
方は区議会事務局までお問い合わせください。

※第２回定例会で審査する請願・陳情の提
出締切日は、６月６日（月）です。

○議会放映をＪ：ＣＯＭ東京北（ケーブ
ルテレビ）でぜひご覧ください
　第 2 回定例会本会議の代表質問の様子を
J:COM チャンネルで録画放映します。 
放映予定日時
　6月 19日（日）　
　　午後６時～４時間程度
　6月 20日（月）～ 23日（木）
　　午後８時～１時間程度（再放送）

健康福祉委員会
・請願・陳情審査
　桜の名所を日本・世界に発信し、北区
　をよりよい町にしていくための諸策につ
　いて実現を求める陳情（第７項）ほか
・所管事務調査
　東京都北区心身障害者福祉手当条
　例の一部を改正する条例ほか
建設委員会
・請願・陳情審査
　健康北区に適した公園作りに伴う健
　康ストレッチ器具の設置要請の提案・
　意見に関する陳情ほか
・所管事務調査
　東京都北区附属機関の構成員の報酬
　及び費用弁償に関する条例の一部を
　改正する条例ほか

企画総務委員会
・請願・陳情審査
　赤羽公園ゴミ撤去依頼に対して、存在
　しないホームレスを理由に却下する道
　路公園課担当者に責を問う陳情ほか
・議案審査
　東京都北区行政不服審査法施行条
　例ほか

議会運営委員会
・議案審査
　東京都北区議会議員の報酬及び費用弁
　償等に関する条例の一部を改正する条例
・陳情の取り下げについてほか
全員協議会
・追加議案の説明及び質疑
本会議
・議案の議決ほか
区民生活委員会
・所管事務調査
　東京都北区国民健康保険条例の一
　部を改正する条例ほか
健康福祉委員会
・所管事務調査
　東京都北区指定地域密着型サービス
　の事業の人員、設備及び運営に関す
　る基準を定める条例の一部を改正す
　る条例
建設委員会
・所管事務調査
　東京都北区手数料条例の一部を改
　正する条例ほか
企画総務委員会
・請願・陳情審査
　北区職員任用等の改正を求める陳情
・議案審査
　東京都北区国民健康保険条例の一
　部を改正する条例ほか
地域開発特別委員会

予算特別委員会
・総括質疑、議会費

予算特別委員会
・総務費、公債費、諸支出金、予備費

予算特別委員会
・福祉費、衛生費

予算特別委員会
・環境費、産業経済費、土木費

予算特別委員会
・教育費

予算特別委員会
・一般会計歳入、各特別会計歳入歳出

予算特別委員会
・補足質疑、討論、採決　
議会運営委員会
・無電柱化の推進に関する法整備を求め
　る意見書の取り扱いについてほか

議会運営委員会
・本会議の運営についてほか

本会議
・議案の議決ほか
議会運営委員会
・第１回臨時会及び第２回定例会の日程
　についてほか

議会の動き

議会情報PR委員会
・くぎかいだより第255号について

健康福祉委員会
・視察
　都市型軽費老人ホーム「ケアハウスまぁ
　む北区豊島」ほか
・委員会
　請願・陳情審査ほか

防災対策特別委員会
・視察
　荒川下流河川事務所
・委員会
　視察のまとめ

企画総務委員会
・請願・陳情審査
　北区職員採用試験等の制度改革に関
　する陳情
・平成 28 年東京都北区区政功労者表彰
　について

議会運営委員会
・東京都北区議会委員会条例の一部改
　正について

議会運営委員会
・共同提案意見書の協議方法について

全員協議会
・議案の説明及び質疑

議会運営委員会
・追加予定議案の取り扱い及び全員協議
　会の開会についてほか
本会議
・代表質問ほか

本会議
・個人質問、議案の付託ほか

十条まちづくり特別委員会
・説明会
　十条駅西口地区市街地再開発事業
　の取組状況について
・委員会
　説明会のまとめ

区民生活委員会
・請願・陳情審査
　外国人の扶養親族の透明化とさらな
　る改善を求める意見書提出に関する
　陳情ほか
・所管事務調査
　東京都北区中小企業従業員退職金等
　共済条例の一部を改正する条例ほか
文教委員会
・所管事務調査
　幼稚園教育職員の給与に関する条例
　の一部を改正する条例

16日

13日

19日

5日

12日

16日

17日

24日

25日

26日

29日

1日

2日

3日

4日

7日

8日

10日

11日

14日

16日

22日

23日

12月

3月

2月

256

1月

6月

10日（金） 本会議
13日（月） 本会議

15日（水） 区民生活委員会
文教子ども委員会

16日（木） 健康福祉委員会
建設委員会

17日（金） 企画総務委員会
21日（火） 議会運営委員会
22日（水） 本会議


